
ハッピーオーナーズクラブ R 地方入厩予定馬 

馬匹売買契約の特約条項（「売買特約条項」） 

 

売主及び買主双方は、別に定める｢ハッピーオーナーズクラブ R 地方入厩予定馬：馬匹売買

契約の特約条項｣（｢売買特約条項｣という）に則って当該競走馬が競走の用に供され、また、

事務手続が行なわれることを了承する。 

 

第１条（馬匹売買契約の成立と共有馬管理等に関する特約） 

合同会社ハッピーオーナーズクラブRまたは同社代表の会田裕一が売主（以下「販売者」という。）

となり、その所有競走馬の共有持分権（１頭２０口の共有持分権。以下これを「共有持分権」とい

い、当該競走馬を「共有馬」という。）について、地方競馬全国協会（ＮＡＲ）の馬主登録を既に

受け又はこれを受ける見込みのある購入希望者を買主として、両者間で馬匹売買契約書（以下「売

買契約」という。）を取り交わして売買契約が成立した。販売者及び買主双方は、かかる共有馬の

売買に関わる取り扱いについて規定した本特約条項が売買契約に付帯しその一部を構成することに

同意する。なお、本特約条項第5条及び6条においては、買主を「共有者」と表記することがある。 

 

第２条（共有代表馬主の権限と義務及び共有馬管理等に関する覚書） 

1. 買主は、売買契約に基づいて共有持分権を取得後、共有馬を競走の用に供し、かつその事務の取

扱いを円滑に行うため、共有馬の共有代表馬主（以下「共有代表馬主」という。）を会田 裕一とす

ることに同意する。 

2. 共有代表馬主と共有者たる買主は、共有馬の管理等に関する共有代表馬主と共有者間の権利義務

について定める「共有馬管理等に関する覚書」（以下「覚書」という。同覚書にはこれと一体をな

す「共有馬管理等に関する覚書の付帯条項」〈以下「付帯条項」という〉が含まれる。）を取り交

わすものとする。 

 

第３条（馬代金の支払） 

1. 買主は、共有馬（共有持分権）の売買代金（金銭により授受される代金で、以下「馬代金」とい

う。なお、後述のとおり、販売者がカタログ等により提示した共有持分売り出し価格は「売買提示

価格」という。）を、共有持分権の申込日から１０日以内に振込送金により販売者に支払うものと

する。 

2.馬代金は一括払いのみとし、分割払いは出来ない。 

3. 買主が支払った馬代金は、相続人が共有持分権の相続による承継を放棄する場合を含め、理由の

如何に関わらず返還されない。 

4. 買主が、第１項及び第２項に定める支払期日に馬代金の支払いを怠ったときは、販売者は当該買

主への通知をもって売買契約を解除することができる。 



 

第４条（共有持分権の取得と預託経費の負担） 

１．買主が共有持分権を取得する時期は、馬代金の支払いが完了し、売買契約がなされた日とす

る。 

２．共有馬の預託経費は、売買契約締結日の如何にかかわらず、１歳１２月請求分までは販売者の

負担とし、２歳１月請求分からは買主の負担とする。したがって、２歳１月１日以降に売買契約を

締結して共有持分権を取得した買主については、２歳１月請求分まで遡って同日以降の預託経費を

負担するものとする。 

 

第５条（牝馬の引退と買戻し代金） 

販売者は、当該牝馬の引退に際して共有持分権をその売買提示価格の１０%相当額にて買戻すこと

ができるものとし、販売者がかかる買戻しを決定した場合には共有者たる買主はこれに応ずるもの

とする。但し、当該牝馬が引退する際に、競走能力喪失の診断を受けた場合は、本項は適用され

ず、かかる共有持分権は無償にて販売者に譲渡されるものとする。 

 

第６条（その他） 

1. 共有馬が市場取引馬である場合において、市場開設者から支給を受けた重賞競走優勝等に係る奨

励金又はこれに類する金品（例：セレクトセールプレミアムなど）については、共有代表馬主がこ

れを受領し、共有馬主に分配する。 

2. 地方競馬場もしくはＪＲＡ等競馬主催者から提供される賞品のうち、重賞競走優勝の際に贈られ

る賞品については、販売者が共有者たる買主に優先して買取りを申し出ることができる。なお、か

かる買取り代金については、第２条に規定する「付帯条項」記載の取扱いに従って各共有者に配分

される。 

3. 買主は、馬代金の支払いを怠った場合又は共有持分権取得後に共有者として第２条第２項記載の

「覚書」及び｢付帯条項｣に違反するなどして共有代表馬主等の円滑な業務遂行を妨げた場合には、

ハッピーオーナーズクラブ販売者において、当該買主ないし共有者に対する新規共有馬持分権の販

売を停止する措置を講ずることがあることを予め承諾する。 

 

第７条（管轄権を有する裁判所） 

共有馬の売買、その他売買契約又は本特約条項に規定された事項に関して紛議が生じた場合には、

東京都千代田区にある第一審の裁判所をもってその専属管轄裁判所とする。 


